
第２次埼葛斎場組合女性職員の活躍推進に 
関する特定事業主行動計画 

前期計画（令和８年度～令和１２年度） 
 

令和８年３月    
埼葛斎場組合管理者 

 

１． 計画策定の背景・目的 
 
近年、少子高齢化による労働力人口の減少や女性を含めた多様な発想を生かし

た企業経営の必要性等を背景に、女性がその個性と能力を十分に発揮して活躍す
ることが一層重要となってきています。 
国や地方公共団体、事業主が女性の活躍を迅速かつ重点的に推進し、社会経済情

勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現するため、平成２７年８月２８
日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「法」という。）が
制定されました。これにより、地方公共団体の機関は、職員を雇用する事業主（特
定事業主）として、「特定事業主行動計画」を策定することが義務付けられました。 
当組合においても、「埼葛斎場組合女性職員の活躍推進に関する特定事業主行動

計画」を策定し、女性職員の活躍を迅速かつ重点的に推進してきました。 
このたび、法の有効期限が令和１８年３月３１日まで延長されたことに伴い、目

標達成状況等を踏まえて検証・見直しを行い、令和８年度を初年度とする前期計画
を策定します。 
本計画に基づき、引き続き、女性職員の活躍を迅速かつ重点的に進めてまいりま

す。 
 
 

２． 計画期間・対象 
 

 本計画は、法の効力が延長された令和８年度から令和１７年度までの１０年間
のうち、前期を令和８年度から令和１２年度までの５年間、後期を令和１３年度
から令和１７年度までの５年間の計画期間とします。 
 また、本計画は全職員を対象とします。 



３． 計画の推進及び実施状況の公表 
 

本計画の推進及び実施状況の公表については、職員に対し計画内容の周知を行
うとともに、取組状況や数値目標の達成状況等を当組合公式ホームページで公表
します。 
 
 

４． 状況把握及び分析 
 

 法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づ
く特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１
号。）第２条に基づき、本組合において女性職員の職業生活における活躍に関す
る状況を把握し、改善すべき事項について分析を行いました。 
 
（１）女性職員の採用割合 

採用者に占める女性の割合  ０人（０％） 
  

（２）離職率の男女差 
  自己都合退職者の男女の差異  男性０人 
                 女性０人 
     
（３）時間外勤務の状況 
  １人当たりの月平均時間数  月平均１時間 
                 
（４）管理職の女性割合 
  主幹級以上の女性職員の割合  管理職２人のうち女性０人（０％） 
 
（５）各役職段階の職員の女性割合 

部長 １人のうち女性０人（  ０％） 
主幹 １人のうち女性０人（  ０％） 
主査 ３人のうち女性１人（33.3％） 

 
 



（６）男女別の育児休業取得率 
 子供が生まれた職員の育児休業取得率  男性０人（０％） 

                     女性０人（０％） 
  
（７）男性の配偶者出産休暇等の取得率 

 配偶者出産休暇、育児参加休暇取得率  ０人（０％） 
 
（８）セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況 
  セクシュアル・ハラスメントの相談窓口の周知や、研修等への参加を推奨。 
 
（９）職員の年次有給休暇の取得日数 
  １人当たりの平均取得日数  年間平均 18.94 日 
 
 

《状況分析及び今後の課題》 
当組合はプロパー職員４名、構成市町からの派遣職員２名の計６名で構成され

ています。 
もともとの職員数が少なく、採用及び自己都合による離職者はいませんでした。

管理職の女性割合及び各役職段階の職員の女性割合については、対象となる女性
職員数が少ないため、低い数値となっています。時間外勤務については業務の見直
し等により改善されました。育児休業や配偶者出産休暇等については対象者がい
ませんでした。令和６年度は定年退職者がいたため、年次有給休暇の平均取得日数
が例年より増加しています。 
今後の課題としては、女性職員が自身のキャリア形成に積極的に取り組める環

境を整備し、育児休業等制度の周知及び休暇の取得しやすい職場環境の整備を行
っていく必要があります。 
  
  



５． 女性職員の活躍推進に向けた数値目標及び目標に対する取組 
 

女性職員の活躍を推進するため、以下のとおり目標を設定します。 
 
①  年次有給休暇の取得促進 

 
 
 
〈目標達成のための取り組み〉 

休暇が取得しやすい職場環境を整備し、休暇計画表を活用するなど、連続
した休暇の計画的取得を指導します。また、子どもの学校行事や地域活動へ
の参加等に対し、年次有給休暇の積極的な取得促進を図ります。 

   
 
②  管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

 
 
 
〈目標達成のための取り組み〉 

対象となる職員の育成を目的としたキャリアデザイン研修や、業務関連研
修への積極的な参加を促進するとともに、仕事と家庭の両立のため働きやす
い職場環境の整備を図ります。 

目標：職員１人当たりの年次有給休暇平均取得日数１４日以上にする 

目標：管理職の女性職員を１人以上にする 


